
 

 

2025年 3月 28日 

お客さま各位 

 

東北労働金庫 

 

「相続時口座照会手数料」新設のお知らせ 

 

 

日ごろより、≪東北ろうきん≫をご利用いただき、誠にありがとうございます。 

さて、当金庫は 2025年 4月 1日より、『預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による

預貯金口座の管理等に関する法律』に基づき、相続時における預貯金口座に関する情報を

提供する制度の取扱い開始に伴い、「相続時口座照会手数料」を新設させていただくこと 

となりました。 

今後とも、お客さまにご満足いただけるようサービスの向上に努めてまいりますので、何 

  卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。 

 

記 

 

１．新設日    

2025年 4月 1日（火） 

 

２．新設手数料 

新設 手数料 消費税等 手数料計(税込) 

相続時口座照会手数料 4,600円  460円 5,060円 

     【ご留意事項】 

     ・本件は、預金保険機構からの委託に基づく、受付事務の取扱いとなります。 

     ・被相続人（亡くなられた方）のマイナンバーが被相続人（亡くなられた方） 

を名義人とする金融機関の預貯金口座に紐づけられていることが前提であり、 

相続人の方が情報照会する際の手数料となります。 

 

 

 

ご不明な点は、お取引店舗またはお近くのろうきん窓口までお問い合わせ下さい。 
 


